
５月は、「消費者月間」！！
毎年５月を「消費者月間」とし、消費者庁では、安全・安心で豊かにくらすこ

とができる社会を実現するため、関係行政機関と連携して各種啓発活動を実施し
ます。
この月間を通じて、悪質商法の手口を知り、被害に遭わないようにしましょう！

☆ 悪質商法被害に遭わないために！ ☆
〇 偽ショッピングサイトに注意！

販売実態がないにもかかわらず、巧みに払込みだけをさせる悪質なサイトが
出回っています。見分け方として、「 .xyz」など見慣れないドメインを使用して
いる、全ての商品が他のサイトと比較して大幅に割引されている、振込先口座
の名義がサイト上の事業者や責任者名と異なる場合は注意しましょう。

〇 フィッシングサイトに注意！
通販サイトを装い個人情報を盗むフィッシングサイトが存在します。
企業を装ってメールを送り、メールの受信者に、実在する企業の偽ウェブサ

イトにアクセスさせて、クレジットカード番号等を入力させるなどして、不正
に個人情報を入手します。

〇 屋根修繕業者を装う訪問販売に注意！
突然事業者が訪問し、「近くで工事をしていたら、お宅の屋根が浮いているの

が見えた。このままでは雨漏りする。早く直した方がいい。」等と話し、ときに
は屋根に登り、業者が事前に用意した壊れた屋根の写真を見せ、消費者の不安
を煽って、実際には壊れていない屋根の修繕契約を締結させる事案が発生して
います。
業者に言われるがまま契約することなく、家族に相談する、訪問業者を確認

するなど、よく確認・検討し、すぐに契約しないように注意するとともに、断
る場合は毅然とした態度で断り、有事の際は110番通報を心掛けましょう。

ルリちゃん安全メール登録してますか？

「うちの近所でも事件や事故はあるのかなぁ～」なんて思ったことはあませんか？
警察では皆さんが安全で安心な生活を送るために参考にしていただきたい情報を、
警察署ごとにパソコンや携帯電話にメールで送信しています。

登録は簡単！！
①左のＱＲコードを読み取り、空メールを送信
②返信されてきた登録案内メールの内容に従って入力
③登録完了メールが返信されてくれば登録完了
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